
わらい医療福祉スクール学則
（開講の目的）

第１条 人と人との調和を大切にし高齢者、障害者福祉に係る問題の改善解決を図り、

地域での活動を豊かにする機会を提供することにより、介護社会の向上と地域福祉の増

進に寄与する人材の育成を目的とする。

（研修の名称）

第２条 名称は次のとおりとする。

わらい医療福祉スクール 介護職員初任者研修

（実施場所）

第３条 実施場所は次のとおりとする。

愛知県一宮市大江三丁目１２番地９号 ＯＳスカイビル２０２号

わらい医療福祉スクール

（研修期間及びカリキュラム）

第４条 研修期間は別紙のとおりとする。なお研修日程については、別紙「研修日程

表（様式２－１）」のとおりとする。また、カリキュラムについては、別紙「カリキュ

ラム（様式３）」のとおりとする。

（使用する教材）

第５条 研修に使用する教材は次のとおりとする。

（株）ＱＯＬサービス 介護職員初任者研修テキスト（全２冊）

（講師氏名及び職名）

第６条 研修を担当する講師は別紙「講師一覧（様式４）」のとおりとする。

（研修修了の認定方法及び免除科目）

第７条

（１）研修終了の認定方法

研修終了の認定方法については、第４条に定めるカリキュラムの全課程を履修し、修了

試験に合格した者を修了と認める。

評価基準は、次のとおりとし、理解度の高い順に 、 、 、 の４区分とし、 以上

で評価基準を満たしたものと認定する。

A B C D C



≪評価基準≫１００点を満点評価とし、次の通り区分する。

＝９０点以上、 ＝８０～８９点、 ＝７０～７９点、 ＝７０点未満

評価基準に達していない場合には、必要に応じて補講等を行い、基準に達するまで再評

価を行う。

（２）免除科目

科目の免除については認めないものとする。

（募集時期）

第８条 募集期間は別紙のとおりとする。

（受講資格）

第９条 受講資格は次のとおりとする。

心身ともに健康で、修了まで受講できる方

（受講定員）

第 条 受講定員は別紙のとおりとする。

（受講手続）

第 条 受講の手続きは次のとおりとする。

（１）申込用紙に必要事項を記入の上、期日までに申し込む。

（２）指定の期日までに受講料等を納入する。

（３）申込用紙、本人確認書類の提出及び受講料等の納入を確認し、受講手続きを完了

するものとする。

（授業料など受講者が負担すべき費用）

第 条 受講者が負担すべき費用は次のとおりとする。

６万円（消費税、テキスト代等を含む）

（研修欠席者に対する補講の方法、上限時間及び補講に係る費用等の取扱い）

第 条

理由の如何にかかわらず、遅刻、早退、欠席を認めない。

研修の一部を欠席したもので、やむを得ない事情があると認められる者については、研

修時間数の１割を上限とし、補講を行うことにより当該科目を修了したものとみなす。

ただし、補講にかかる受講料について３０００円（１日）とし、受講者の負担とする。
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（研修の延期・中止等の不慮の事態における養成研修の継続及び苦情等に対する対応等）

第 条 天災・その他のやむを得ない事情により研修の実施が困難と判断した場合に

ついては、研修の中止または延期の措置を取ることとする。この場合、新たな日程を設

定するなど受講生の不利益にならないよう最善の措置を講ずることとする。

この研修への苦情等は、当法人にて対応する。

（個人情報の取扱い）

第 条 研修事業運営上知り得た受講者に係る個人情報を第三者に漏洩してはなら

ない。また、受講者が知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用することの無いよう十分な事前及び事後指導を行うものとする。

（研修修了者名簿の報告）

第 条 当法人は、研修終了後１ヶ月以内に、愛知県で指定された様式に基づき、介

護員養成研修修了者名簿及びその電子データを愛知県知事に提出するものとする。また、

研修が終了した日を起算として永年保存するものとする。

（本人確認）

第 条 本人確認については、下記のいずれかの提出によって行うものとする。

・戸籍謄本、戸籍抄本もしくは住民票の提出

・住民基本台帳カードの提示

・在留カード等の提示

・健康保険証の提示

・運転免許証の提示

・パスポートの提示

・年金手帳の提示

（施行細則）

第 条 この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要があると認

められる時は、当法人がこれを定める。

（附則）

この学則は平成２６年７月３１日から施行する。
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別紙

わらい医療冨福祉スクール 介護職員初任者研修

●研修期間

平成２６年１１月１日 ～ 平成２７年１月２４日

●募集期間

平成２６年１０月１０日 ～ 平成２６年１０月３１日

●募集人数（受講人数）

１９人
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